
内潟療護園ホームヘルプセンター 料金表 
平成 29 年 4 日 1 日 

 
【指定訪問介護】      

介護保険で、ホームヘルパーを利用すると、原則として負担割合証に応じた基本料金（料金表）

の１割又は 2 割が利用者の負担となります。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用

の場合は全額自己負担となります。 

【基本部分】 

 
20 分以上 

30 分未満 

30 分以上 

1 時間未満 

1 時間以上 

1 時間半未満 

1 時間半以上 

 

身体介護が 

中心の基本料 
2,550 円 4,040 円 5,870 円 

30 分増すごとに 

830 円を加算 

基本料 

＋ 

特定事業所加算 

2,805 円 4,444 円 6,457 円 基本料に 830 円を

加 算 し た 金 額 の

10％増金額 
利用者１割負担  281 円  444 円  646 円 

生活援助が 

中心の基本料 

20 分以上 

45 分未満 

45 分以上 

 
 

 

1,910 円 2,360 円  
 

 

基本料 

＋ 

特定事業所加算 

2,101 円 2,596 円  

 

利用者１割負担  210 円  260 円  
 

 

身体介護に引き 

続き生活援助を 

行う場合の料金 

20 分以上 

 

45 分以上 

 

70 分以上 

 

 

 7,00 円 1,400 円 2,100 円  

基本料 

＋ 

特定事業所加算 

 770 円 1,540 円 2,310 円 

 

利用者１割負担   74 円  147 円  231 円  

通院等乗降介助の 

基 本 料（１回） 
1,010 円 

基本料 

＋ 

特定事業所加算 

1,111 円 



利用者１割負担  111 円 

運  賃 別 紙 参 照 

＊ 上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、こ

れら基本利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面

でお知らせします。 

＊ 早朝（7 時～8 時）および夜間（18 時～20 時）帯の基本料は、２５％増しとなります。 

＊ 前記料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の居宅サービス

計画（ケアプラン）に定められた目安の時間が基準となります。 

＊ やむを得ない事情で、かつ、利用者または家族の同意を得て、２人で訪問した場合は、２人分

の料金となります。 

 

【加算について】 

＊ 当事業所では介護福祉士などヘルパーの人材の質の確保が整っているために、特定事業所加算

（基本料金の１０％）が基本料金に加わります。又、介護職員処遇改善加算（所定単位数の

13.7％）、小規模事業所加算（所定単位数の１０％）に該当する為、月の合計利用単位に加算

となります。（介護職員処遇改善加算、小規模事業所加算は支給限度額管理の対象外の算定項

目となっています。） 

＊ 初回加算（２００単位／月）、緊急時訪問加算（100 単位／回）、生活機能向上連携加算（１

００単位／月）は該当する場合に加算となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              （ 料金表別紙 ） 

 

 

【介護運送サービスの運賃及び料金】 

距離（距離制運賃） 

０ｋｍ    ～   ５ km 未満 8 ００円 

５ｋｍ以上  ～  １０ km 未満 １，１００円 

１０ｋｍ以上  ～  ５ｋｍ増すごとに 3 ００円 

 

＊運賃料金の適用方法 

運賃料金は利用者の出発地点から到着地点（片道）までの距離とします。 

 

＊その他 

自動車運送航路の運送運賃及び料金並びに有料道路の使用料金などは、実費について利 

用者負担とします。 

 

＊適用する運営区域 

青森県全域とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【介護予防・日常生活支援総合事業指定第一号訪問事業】 
【基本部分】 身体介護及び生活援助 

サービス名称 サービスの内容 基本利用料 
利用者負担 

(1割) 

訪問型サービスⅠ 

（１月につき） 

週１回程度の訪問型サービス

が必要とされた者 

（事業対象者・要支援1・ 

要支援2） 

１２,８４８円／月 １，１６８円 

訪問型サービスⅡ 

（１月につき） 

週２回程度の訪問型サービス

が必要とされた者 

（事業対象者・要支援1・ 

要支援２） 

２５,６８５円／月 ２，３３５円 

訪問型サービスⅢ 

（１月につき） 

週２回を超える程度の訪問型

サービスが必要とされた者 

（要支援2） 

４０,７４４円／月 ３，７０４円 

＊上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これ

ら基本利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお

知らせします 

 

 
【加算について】 
 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

 

＊介護職員処遇改善加算（所定単位数の１３．７％）、小規模事業所加算（所定単位数の１０％）

に該当する為、月の利用単位数に加算となります。（介護職員処遇改善加算、小規模事業所加算

は支給限度額管理の対象外の算定項目となっています。） 

＊初回加算（２００単位/月）、生活機能向上連携加算（１００単位／月）が該当する場合に加算 

となります 


